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Ｉ�

Ｍ
Ｆ
の
対
日
Ｆ
Ｓ
Ａ
Ｐ
（
金
融
セ
ク
タ
ー

評
価
プ
ロ
グ
ラ
ム
）
報
告
書
の
紹
介

佐
志
田　

晶　

夫

一
、
は
じ
め
に

　

Ｉ
Ｍ
Ｆ
は
、
Ｆ
Ｓ
Ａ
Ｐ
（
金
融
セ
ク
タ
ー
評
価
プ
ロ
グ

ラ
ム⑴

）
に
基
づ
い
て
メ
ン
バ
ー
諸
国
の
金
融
シ
ス
テ
ム
の

安
定
性
を
評
価
し
て
い
る
。
日
本
の
前
回
の
評
価
は
二
〇

一
七
年
だ
っ
た
が
、
今
年
五
月
に
新
し
い
評
価
が
公
表
さ

れ
た⑵

。
今
回
は
マ
ク
ロ
シ
ナ
リ
オ
で
の
金
融
シ
ス
テ
ム
の

強
靭
性
評
価
と
併
せ
て
、
保
険
部
門
や
投
資
フ
ァ
ン
ド
の

リ
ス
ク
分
析
や
気
候
変
動
関
連
リ
ス
ク
な
ど
の
検
討
も
し

て
い
る
。

　

Ｆ
Ｓ
Ａ
Ｐ
の
報
告
書
は
、
日
本
の
金
融
シ
ス
テ
ム
の
強

靭
性
を
評
価
し
た
上
で
、
マ
ク
ロ
経
済
情
勢
や
金
融
政
策

の
変
更
な
ど
の
環
境
変
化
に
注
意
喚
起
を
し
て
い
る
。
主

要
な
脆
弱
性
要
因
と
し
て
、
金
融
機
関
に
よ
る
か
な
り
多

く
の
有
価
証
券
保
有
、
大
手
銀
行
な
ど
の
高
い
外
貨
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
、
不
動
産
市
場
の
一
部
で
の
過
熱
化
の
兆

し
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

報
告
書
は
、
日
本
の
金
融
部
門
の
監
督
枠
組
み
は
大
幅

に
強
化
さ
れ
た
と
し
て
い
る
が
、
地
方
銀
行
や
保
険
会
社

及
び
投
資
フ
ァ
ン
ド
の
監
督
を
充
実
さ
せ
る
に
は
資
源
の

増
強
が
必
要
だ
と
し
て
い
る
。
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二
、
日
本
の
金
融
シ
ス
テ
ム
の
特
徴

　

日
本
の
金
融
シ
ス
テ
ム
は
世
界
で
最
も
大
き
な
金
融
シ

ス
テ
ム
の
一
つ
で
あ
り
、
二
〇
二
三
年
末
の
総
資
産
は
Ｇ

Ｄ
Ｐ
の
約
七
倍
で
、
銀
行
部
門
が
約
六
割
占
め
、

G-SIBs

（
グ
ロ
ー
バ
ル
な
シ
ス
テ
ム
上
重
要
な
銀
行
）

三
社
が
三
分
の
一
を
保
有
す
る
。
保
険
部
門
は
一
二
％
で

保
険
料
収
入
は
世
界
四
位
で
あ
り
、
投
資
フ
ァ
ン
ド
は

八
％
で
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
。
年
金
部
門
は
八
％
で

あ
る
。
証
券
市
場
も
世
界
最
大
級
で
、
株
式
市
場
は
六
・

二
兆
ド
ル
で
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
一
四
六
％
、
世
界
五
位
。
非
金
融

法
人
債
券
市
場
は
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
一
六
％
で
世
界
四
位
。
三
つ

の
清
算
機
関
は
世
界
で
一
〇
位
以
内
で
あ
る
。

　

フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
の
基
盤
は
ま
だ
小
さ
い
が
、
デ
ジ
タ
ル

決
済
な
ど
は
急
拡
大
し
て
い
る
。
金
融
シ
ス
テ
ム
で
の
相

互
依
存
度
は
高
く
、
金
融
機
関
は
相
互
に
大
き
な
エ
ク
ス

ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
あ
る
。
金
融
機
関
は
高
利
回
り
を
追
求
し

て
海
外
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
拡
大
し
て
き
た
た
め
、
銀

行
と
Ｎ
Ｂ
Ｆ
Ｉ
は
海
外
資
産
の
比
率
を
高
め
、
海
外
金
利

上
昇
の
影
響
を
受
け
や
す
く
な
っ
て
い
る
。

三�

、
主
要
な
脆
弱
性
と
リ
ス
ク
～

シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
リ
ス
ク
の
評
価

　

Ｆ
Ｓ
Ａ
Ｐ
で
は
日
本
の
金
融
部
門
は
一
定
以
上
の
強
靭

性
が
あ
る
と
し
た
上
で
、
マ
ク
ロ
金
融
リ
ス
ク
の
影
響
を

増
幅
し
か
ね
な
い
脆
弱
性
と
し
て
、
銀
行
、
保
険
会
社
の

内
外
証
券
の
保
有
、
銀
行
シ
ス
テ
ム
の
外
貨
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー
、
一
部
地
域
の
不
動
産
市
場
の
過
大
評
価
、
を
あ

げ
て
い
る
。
ま
た
、
気
候
関
連
の
移
行
リ
ス
ク
や
デ
ジ
タ

ル
化
、
人
口
動
態
な
ど
の
構
造
的
変
化
が
、
金
融
安
定
リ

ス
ク
を
悪
化
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
と
し
て
い
る
。
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⑴
　
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
の
対
象
と
マ
ク
ロ
金
融
シ
ナ
リ
オ

　

Ｆ
Ｓ
Ａ
Ｐ
で
は
銀
行
と
保
険
会
社
の
ソ
ル
ベ
ン
シ
ー
・

流
動
性
リ
ス
ク
、
投
資
フ
ァ
ン
ド
の
流
動
性
リ
ス
ク
、
非

金
融
法
人
と
家
計
の
ソ
ル
ベ
ン
シ
ー
リ
ス
ク
を
ス
ト
レ
ス

テ
ス
ト
で
検
証
し
た
。
マ
ク
ロ
シ
ナ
リ
オ
は
二
〇
二
三
年

一
〇
月
の
世
界
経
済
見
通
し
に
沿
っ
て
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
を

設
定
し
、
二
〇
二
四
年
～
二
六
年
を
対
象
期
間
と
し
た
。

悪
化
（
ア
ド
バ
ー
ス
）
シ
ナ
リ
オ
は
様
々
な
リ
ス
ク⑶

を
組

み
合
わ
せ
、
経
済
長
率
低
下
、
イ
ン
フ
レ
率
上
昇
と
金
融

市
場
の
低
迷
を
反
映
す
る
（
図
表
２
）。
国
内
金
利
は
イ

ン
フ
レ
率
上
昇
に
反
応
す
る
が
産
出
ギ
ャ
ッ
プ
拡
大
で
大

幅
な
上
昇
は
抑
え
ら
れ
る
。
経
済
の
鈍
化
、
実
質
賃
金
低

下
と
金
利
上
昇
が
不
動
産
需
要
を
減
少
さ
せ
、
不
動
産
価

格
は
か
な
り
修
正
さ
れ
る
。
な
お
、
追
加
の
セ
ン
シ
テ
ィ

ビ
テ
ィ
分
析
で
は
、
金
利
（
短
期
と
長
期
）
が
一
年
目
に

一
・
五
％
と
三
％
に
上
昇
、
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
一
年
目
三
・

二
％
、
二
年
目
に
一
％
下
落
す
る
と
い
う
よ
り
厳
し
い
前

図表１�　日本の金融システムが直面している主要な課題

〔出所〕�　IMF:�“JAPAN�Financial�Sector�Assessment�Program�Financial�System�Stability�Assess-
ment”�May�2024,�Figure13より

 
 不動産の脆弱性

・不動産価格の過大評価
・不動産ローンの強固な拡大

・住宅ローンでの変動金利の
顕著なシェア

証券のエクスポージャー 

・時価評価で保有されている債券の 
シェアの高さ 

・国内及び外国証券のかなりの保有 
外貨のエクスポージャー

・ FX（米ドル）負債の比率の高さ

大半が無担保ホールセール預金と FX
スワップ

・外貨貸出の顕著なシェア

構造的な変化 
・気候リスク 
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・デジタル化/サイバー 
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金融部門

銀行 
保険会社 
投資ファンド 
証券会社 
金融市場インフラ 
その他の金融仲介機関 
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・
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提
を
置
い
て
い
る⑷

。

⑵
　
銀
行
部
門
の
強
靭
性
～
ソ
ル
ベ
ン
シ
ー
と
流
動
性

　

ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
の
結
果
で
は
、
国
際
的
に
活
動
す
る

銀
行
と
国
内
銀
行
（
合
計
二
三
行
）
は
概
ね
強
靭
と
評
価

さ
れ
た
。
銀
行
のCET

1

比
率
は
一
年
目
に510bp

低
下

す
る
が
規
制
最
低
限
は
上
回
る
。
国
内
銀
行
へ
の
影
響
が

よ
り
大
き
い
。
三
行
がCET

1

で
、
四
行
が
総
自
己
資
本

で
資
本
不
足
に
な
る
が
、
不
足
額
は
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
〇
・
〇
四

～
〇
・
〇
五
％
。
金
利
セ
ン
シ
テ
ィ
ビ
テ
ィ
分
析
で
は
、

証
券
の
評
価
損
と
貸
倒
れ
で
追
加
の
自
己
資
本
低
下
圧
力

が
か
か
り
、
五
行
がCET

1

で
、
八
行
が
総
自
己
資
本
比

率
で
基
準
を
下
回
る
。

　

流
動
性
リ
ス
ク
に
つ
い
て
は
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
に

基
づ
く
分
析
の
結
果
は
、
銀
行
は
厳
し
い
ス
ト
レ
ス
に
概

ね
耐
え
ら
れ
る
が
、
五
行
（
内
、
地
銀
三
行
）
で
不
足
が

生
じ
た
。
ソ
ル
ベ
ン
シ
ー
へ
の
波
及
（
時
価
評
価
で
な
い

図表２　日本のストレステストのマクロ金融シナリオ　　（単位（％）、水準）

変数 2023年
ベースライン 悪化（アドバース）

2024年 2025年 2026年 2024年 2025年 2026年
実質GDP 2.0％ 1.0％ 0.6％ 0.5％ －1.8％ －0.5％ 0.8％
CPI 3.2％ 2.9％ 1.9％ 1.6％ 5.3％ 4.2％ 2.9％
失業率 2.5％ 2.3％ 2.3％ 2.3％ 3.9％ 4.3％ 4.0％

金利短期（日） －0.1％ 0.0％ 0.1％ 0.2％ 1.0％ 1.0％ 0.6％
金利長期（日） 0.5％ 0.6％ 0.8％ 0.9％ 2.25％ 1.5％ 0.9％
金利短期（米） 4.9％ 5.0％ 3.7％ 2.6％ 6.4％ 4.5％ 2.7％
金利長期（米） 3.6％ 4.0％ 3.8％ 3.7％ 6.1％ 5.3％ 3.6％
円ドルレート 139.4 143.8 140.9 138.9 135.2 130.9 134.3
居住用不動産 100.0 102.9 104.9 106.6 87.9 87.9 93.9
商業用不動産 100.0 102.9 104.9 106.6 78.6 77.4 86.1
株価 100.0 105.4 107.5 109.2 73.0 68.4 78.8

〔出所〕�　IMF:� “Japan:�Financial�Sector�Assessment�Program-Technical�Note�on�Systemic�Risk�
Analysis�and�Stress�Testing”�May�2024,�Table�Ｉ.６より作成
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証
券
の
売
却
）
が
起
き
る
の
は
少
数
だ
が
、
当
該
行
へ
の

影
響
は
大
き
い
。

　

な
お
、
外
貨
流
動
性
に
関
す
る
分
析
で
は
、
未
使
用
の

ド
ル
建
て
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
ラ
イ
ン
（
与
信
枠
）
か
ら
の

大
き
な
引
出
し
を
想
定
す
る
と
、
流
動
性
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が

弱
ま
る
銀
行
が
あ
る⑸

。
全
通
貨
ベ
ー
ス
の
Ｌ
Ｃ
Ｒ
（
流
動

性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
）
は
一
〇
〇
％
以
上
を
保
つ
が
米
ド

ル
の
Ｌ
Ｃ
Ｒ
は
三
〇
～
四
〇
％
低
下
す
る
。

⑶
　
保
険
部
門
の
強
靭
性
～
ソ
ル
ベ
ン
シ
ー
と
流
動
性

　

生
保
一
二
社
と
損
保
一
〇
社
に
対
し
て
Ｆ
Ｓ
Ａ
Ｐ
チ
ー

ム
が
Ｓ
Ｍ
Ｒ
（
ソ
ル
ベ
ン
シ
ー
マ
ー
ジ
ン
比
率
）、
当
局

が
計
画
中
の
Ｅ
Ｓ
Ｒ
（
経
済
価
値
ベ
ー
ス
の
ソ
ル
ベ
ン

シ
ー
比
率
）
を
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
で
検
証
し
、
保
険
各
社
が

ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
で
Ｓ
Ｍ
Ｒ
を
検
証
、
保
険
部
門
は
概
ね
強

靭
だ
と
評
価
さ
れ
た
。

　

流
動
性
リ
ス
ク
の
テ
ス
ト
で
は
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー

図表３�　銀行のストレステスト結果（センシティビティ分析を追加）

〔出所〕�　IMF:�“JAPAN�Financial�Sector�Assessment�Program�Financial�System�Sta-
bility�Assessment”�May�2024,�FigureⅡ.１より

 

ベースライン 
アドバース 
センシティビティ 

ベースライン

アドバース

センシティビティ 

全銀行： CET1 比率 国際的に活動する銀行： CET1 比率 
（ % ） （ % ） 

国内銀行： CET1 比率 
（ % ） 

ベースライン

アドバース 
センシティビティ 

地域銀行： CET1比率 
（ % ） 

ベースライン

アドバース

センシティビティ 
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ベ
ー
ス
ア
プ
ロ
ー
チ
で
ス
ト
レ
ス
時
に
か
な
り
の
資
金
流

出
が
予
想
さ
れ
た
が
（
特
に
生
保
）、
資
産
売
却
を
含
む

経
営
陣
の
対
応
で
軽
減
が
可
能
だ
っ
た
。

⑷
　
投
資
フ
ァ
ン
ド
の
流
動
性
流
リ
ス
ク

　

投
資
フ
ァ
ン
ド
の
流
動
性
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
の
結
果
に

よ
れ
ば
、
投
資
フ
ァ
ン
ド
は
、
厳
し
い
が
起
こ
り
得
る
解

約
シ
ョ
ッ
ク
（V

aR

シ
ナ
リ
オ
な
ど
）
に
耐
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
よ
り
強
い
シ
ョ
ッ
ク
（
厳
し
い
マ
ク
ロ
経
済
状

況
を
想
定
し
た
分
析
）
で
は
、
流
動
性
不
足
の
フ
ァ
ン
ド

の
比
率
が
資
産
価
値
の
一
八
％
に
達
し
か
ね
な
い
と
の
結

果
だ
っ
た
。
流
動
性
バ
ッ
フ
ァ
ー
の
枯
渇
の
度
合
は
、
株

式
フ
ァ
ン
ド
が
よ
り
大
き
く
、
ま
た
、
流
動
性
が
低
い

フ
ァ
ン
ド
が
保
有
す
る
株
式
は
、
売
却
圧
力
を
よ
り
受
け

易
か
っ
た
。

図表４�　投資ファンドの強靭性（流動性ストレステストの結果）

〔出所〕�　IMF:�“JAPAN�Financial�Sector�Assessment�Program�Financial�System�Stability�Assess-
ment”�May�2024,�Figure�23より作成

%） 投資ファンドの強靭性（ 

不合格比率 (%）

不合格比率 (%）－資産ウェイト 
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シナリオ 
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シナリオ 
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ファンド
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資産複合 
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株式 

ファンド
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シナリオ 

株式

ファンド 
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⑸�

　
そ
の
他
の
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
の
結
果
～
金
融
部
門
の

相
互
連
関
、
気
候
変
動

　

金
融
シ
ス
テ
ム
内
の
シ
ョ
ッ
ク
の
伝
播
に
関
す
る
分
析

で
は
、
日
本
の
金
融
シ
ス
テ
ム
は
相
互
連
関
性
が
高
く
、

G-SIB

とD
-SIB

が
中
心
的
な
役
割
を
担
い
、
銀
行
部

門
で
は
イ
ン
タ
ー
バ
ン
ク
債
権
が
部
門
の
資
本
バ
ッ

フ
ァ
ー
の
三
五
％
に
相
当
す
る
。
ま
た
、
銀
行
の
証
券
会

社
向
け
債
権
や
保
険
会
社
か
ら
銀
行
へ
の
債
権
も
大
き

い
。
た
だ
、
金
融
機
関
の
強
固
な
資
本
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に

よ
っ
て
伝
播
の
リ
ス
ク
は
限
定
さ
れ
る
。
一
方
、
海
外
金

融
機
関
破
綻
の
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
で
の
波
及
は
米
銀
か
ら

の
影
響
が
最
大
で
、
邦
銀
の
推
定
損
失
は
自
己
資
本
の
一

六
％
に
相
当
す
る
。
な
お
、
邦
銀
か
ら
海
外
へ
の
影
響
も

か
な
り
大
き
く
な
り
う
る
。

　

気
候
候
関
連
の
移
行
リ
ス
ク
は
、
ネ
ッ
ト
ゼ
ロ
二
〇
五

〇
、
分
断
化
さ
れ
た
世
界
、
現
行
政
策
を
含
む
Ｎ
Ｇ
Ｆ
Ｓ

の
フ
ェ
ー
ズ
Ⅳ
シ
ナ
リ
オ
に
沿
っ
て
分
析
さ
れ
て
い
る
。

ネ
ッ
ト
ゼ
ロ
二
〇
五
〇
シ
ナ
リ
オ
の
結
果
で
は
、
銀
行
間

で
自
己
資
本
へ
の
影
響
は
多
少
異
な
る
が
管
理
可
能
だ
と

み
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
報
告
書
は
企
業
の
温
室
効
果
ガ
ス

排
出
量
に
は
か
な
り
不
確
実
性
が
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ

き
だ
と
し
て
い
る
。

　

物
理
的
リ
ス
ク
で
は
、
日
本
は
極
端
な
気
候
イ
ベ
ン
ト

の
リ
ス
ク
が
あ
り
、
地
域
差
が
大
き
い
が
物
理
的
資
産
の

三
分
の
一
に
洪
水
リ
ス
ク
が
あ
る
。
た
だ
し
、
脆
弱
性
が

高
い
地
域
で
は
銀
行
貸
出
の
対
資
産
比
率
は
低
い
傾
向
が

あ
り
、
直
接
的
な
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
は
限
定
的
だ
と
み

ら
れ
る
。

四
、
金
融
部
門
の
規
制
・
監
督

⑴
　
銀
行
部
門
の
規
制
・
監
督

　

銀
行
部
門
の
監
督
は
前
回
の
Ｆ
Ｓ
Ａ
Ｐ
以
降
に
顕
著
に

改
善
し
た
が
、
い
っ
そ
う
の
前
進
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
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リ
ス
ク
ベ
ー
ス
監
督
ア
プ
ロ
ー
チ
へ
の
シ
フ
ト
は
、
変

化
す
る
銀
行
部
門
へ
の
柔
軟
な
対
応
に
適
し
て
い
る
が
、

今
後
は
、
信
用
と
流
動
性
リ
ス
ク
に
関
し
て
よ
り
フ
ォ

ワ
ー
ド
ル
ッ
キ
ン
グ
な
指
標
を
開
発
す
べ
き
で
あ
る
。
銀

行
の
リ
ス
ク
プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
へ
の
理
解
を
高
め
る
た
め
に

基
本
の
監
督
活
動
も
強
化
し
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
ビ
ジ
ネ

ス
、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
及
び
戦
略
リ
ス
ク
と
金
融
リ
ス

ク
を
組
み
合
わ
せ
て
、
金
融
機
関
全
体
の
リ
ス
ク
プ
ロ

フ
ァ
イ
ル
を
描
く
リ
ス
ク
手
法
を
開
発
す
べ
き
で
あ
る
。

　

な
お
、
報
告
書
は
二
〇
一
八
年
に
金
融
庁
が
政
策
目
的

で
金
融
安
定
と
効
果
的
な
金
融
仲
介
と
の
バ
ラ
ン
ス
を

と
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
複
数
の
目
的
は
時
と
し
て
コ
ン

フ
リ
ク
ト
発
生
の
リ
ス
ク
が
あ
る
と
指
摘
し
、
金
融
庁
の

よ
う
な
機
関
の
主
目
的
は
金
融
の
安
全
性
の
促
進
で
あ

り
、
よ
り
広
い
責
任
を
担
う
な
ら
主
目
的
よ
り
も
下
位
に

す
べ
き
だ
と
論
じ
て
い
る⑺

。

　

自
己
資
本
関
連
で
は
、
銀
行
の
リ
ス
ク
プ
ロ
フ
ァ
イ
ル

と
リ
ス
ク
管
理
能
力
で
資
本
要
件
を
調
整
す
る
〝
第
二
の

柱
〟
の
権
限
が
な
い
こ
と
が
重
要
な
ギ
ャ
ッ
プ
だ
と
さ
れ

た
。
ま
た
、
最
低
要
件
へ
の
抵
触
よ
り
前
に
資
本
調
達
を

求
め
ら
れ
ず
、
状
況
が
悪
化
し
つ
つ
あ
る
銀
行
へ
の
働
き

か
け
が
制
約
さ
れ
て
い
る
と
し
、
業
務
改
善
命
令
で
は
な

く
法
的
権
限
に
基
づ
い
て
資
本
調
達
を
要
請
・
介
入
す
る

選
択
肢
を
期
待
し
て
い
る
。

　

流
動
性
で
は
、
国
際
統
一
基
準
行
に
は
Ｌ
Ｃ
Ｒ
と
Ｎ
Ｓ

Ｆ
Ｒ
（
安
定
調
達
比
率
）
が
あ
る
が
、
国
内
銀
行
に
は
定

量
的
な
流
動
性
要
件
が
な
い
。
銀
行
は
概
ね
安
定
的
な
リ

テ
ー
ル
預
金
を
持
つ
が
、
定
量
的
な
基
準
が
な
い
と
ス
ト

レ
ス
時
に
金
融
庁
や
日
銀
の
対
応
を
要
す
る
脆
弱
性
が
生

じ
か
ね
な
い
と
さ
れ
た
。

　

報
告
書
は
、
日
銀
が
金
融
庁
と
概
ね
沿
う
よ
う
に
実
務

と
ア
プ
ロ
ー
チ
を
見
直
す
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。
日
銀
の

銀
行
考
査
は
特
有
で
あ
り
金
融
庁
と
の
協
力
と
協
調
は

は
っ
き
り
し
て
い
る
が
、
監
督
実
務
で
可
能
な
限
り
連
携
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す
れ
ば
銀
行
監
督
は
よ
り
効
果
的
で
効
率
的
に
な
る
と
し

て
い
る
。

⑵
　
保
険
部
門
の
規
制
・
監
督

　

今
回
の
Ｆ
Ｓ
Ａ
Ｐ
で
は
保
険
基
本
原
則
（ICPs

）
の

遵
守
状
況
が
分
析
さ
れ
、
評
価
は
全
般
的
に
良
好
だ
っ
た

（
図
表
５
参
照
）。
た
だ
し
、
規
制
・
監
督
の
枠
組
み
に
あ

る
以
下
の
ギ
ャ
ッ
プ
も
指
摘
さ
れ
た
。

・�

資
源
制
約
も
あ
り
保
険
監
督
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
主
に
受

動
的
で
あ
る
。
個
々
の
保
険
会
社
と
大
手
仲
介
者
に
焦

点
を
当
て
て
監
督
作
業
を
基
本
的
に
見
直
す
べ
き
で
あ

る
。

・�

適
合
性
要
件
（
資
質
規
定
）
の
範
囲
が
包
括
的
で
は
な

い
。
金
融
庁
は
、
全
取
締
役
と
上
級
経
営
者
及
び
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
機
能
の
主
な
人
員
へ
の
適
用
を
確
実
に
す
べ

き
で
あ
る
。

・�

Ｅ
Ｓ
Ｒ
が
実
施
さ
れ
る
ま
で
、
ソ
ル
ベ
ン
シ
ー
と
関
連

図表５　保険基本原則の遵守状況
評価 原則数 該当する原則

遵守（O） 6
ICP 3 ：情報交換及び守秘義務要件、ICP 4：免許付与、
ICP 6：支配権の変更とポートフォリオの移転、ICP10：予防
措置、是正措置及び制裁措置、ICP22：マネー・ローンダリ
ング及びテロ資金供与対策、ICP25：監督上の協力及び調整

概ね遵守（LO） 12

ICP 1 ：監督者の目的、権限及び責任、ICP 7 ：コーポレー
トガバナンス、ICP 8 ：リスク管理及び内部統制、ICP13：再
保険及び他の形態のリスク移転、ICP15：投資、ICP16：ソル
ベンシー目的のERM（統合的リスク管理）、ICP17：資本充
分性、ICP18：仲介者、ICP19：業務行為、ICP20：パブリッ
クディスクロージャー、ICP21：保険詐欺対策、ICP23：グ
ループ全体の監督

一部遵守（PO） 6
ICP 2 ：監督者、ICP 5 ：個人の適格性、ICP 9 ：監督上のレ
ビュー及び報告、ICP12：市場からの退場および破綻処理、
ICP14：評価、ICP24：マクロ健全性監督

不遵守（NO） 0 なし

（注）�　保険基本原則の訳語は、日本損害保険協会による訳を参考にさせていただいた。
〔出所〕�　IMF:�“JAPAN�Financial�Sector�Assessment�Program�Detailed�Assessment�of�Obsevance�

of�Insurance�Core�Principles”�May�2024，より作成。
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善
の
た
め
に
は
対
象
を
広
げ
る
べ
き
で
あ
る
。
オ
フ
サ
イ

ト
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
も
よ
り
フ
ォ
ワ
ー
ド
ル
ッ
キ
ン
グ
に
す

べ
き
で
あ
る
。
金
融
庁
が
始
め
た
投
資
フ
ァ
ン
ド
調
査
は

歓
迎
で
き
る
が
、
対
象
を
拡
大
し
て
頻
度
を
増
や
せ
ば
業

界
の
リ
ス
ク
を
タ
イ
ム
リ
ー
に
把
握
で
き
る
だ
ろ
う
。

⑷
　
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
、
金
融
市
場
イ
ン
フ
ラ
な
ど

　

金
融
庁
は
様
々
な
チ
ャ
ネ
ル
を
通
じ
て
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク

の
動
向
を
監
視
し
、
必
要
に
応
じ
て
焦
点
を
絞
っ
た
規
制

で
対
応
し
て
い
る
。
最
近
で
は
資
金
決
済
法
、
銀
行
法
及

び
金
融
商
品
取
引
法
の
修
正
を
含
め
、
様
々
な
サ
ー
ビ
ス

へ
の
対
応
を
行
っ
て
い
る
。
だ
が
、
デ
ジ
タ
ル
決
済
サ
ー

ビ
ス
の
拡
大
の
速
さ
は
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
増
強
と
最
も

重
要
な
プ
レ
ー
ヤ
ー
へ
の
監
視
の
強
化
を
求
め
て
い
る
。

資
金
移
動
業
者
に
は
特
定
の
資
本
要
件
が
な
く
、
破
綻
し

た
場
合
の
事
業
縮
小
・
整
理
計
画
の
開
発
を
検
討
す
べ
き

だ
ろ
う
。

の
要
件
は
Ｉ
Ｃ
Ｐ
基
準
に
達
し
て
い
な
い⑹

。

・�
監
督
の
制
度
的
な
取
り
決
め
も
強
化
す
べ
き
で
、
前
回

の
Ｆ
Ｓ
Ａ
Ｐ
で
提
言
し
た
が
、
免
許
交
付
権
限
を
大
臣

か
ら
金
融
庁
長
官
に
委
任
し
て
金
融
庁
の
独
立
性
を
補

強
す
べ
き
で
あ
る
。

⑶
　
投
資
フ
ァ
ン
ド
の
規
制
・
監
督

　

投
資
フ
ァ
ン
ド
の
規
制
枠
組
み
は
、
流
動
性
リ
ス
ク
管

理
に
関
し
て
強
化
さ
れ
て
い
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
枠
組
み

に
即
し
て
、
投
資
運
用
業
者
の
規
制
枠
組
み
は
流
動
性
リ

ス
ク
管
理
へ
の
注
意
を
高
め
る
よ
う
に
修
正
さ
れ
、
適
切

な
実
施
の
た
め
に
、
当
局
は
業
界
に
積
極
的
に
関
与
し
て

い
る
。

　

当
局
は
強
化
さ
れ
た
オ
フ
サ
イ
ト
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
基

づ
い
た
新
し
い
監
督
ア
プ
ロ
ー
チ
を
導
入
し
、
デ
ー
タ
収

集
に
努
力
し
、
対
象
を
絞
っ
た
取
り
組
み
も
始
め
た
。
だ

が
、
実
地
検
査
は
年
間
数
社
で
あ
り
、
リ
ス
ク
評
価
の
改
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暗
号
資
産
交
換
業
者
に
は
、
包
括
的
な
行
為
・
健
全
性

規
制
枠
組
み
が
開
発
さ
れ
た
が
、
暗
号
資
産
の
リ
ス
ク
へ

の
公
衆
の
認
識
向
上
に
は
更
な
る
努
力
が
必
要
で
あ
る
。

金
融
庁
は
規
制
対
象
外
の
事
業
体
に
よ
る
日
本
の
顧
客
へ

の
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
監
視
し
、
警
告
を
発
し
て
公
衆
に
警

戒
を
伝
え
て
い
る
。
暗
号
資
産
の
リ
ス
ク
や
暗
号
資
産
市

場
の
全
般
的
な
機
能
に
つ
い
て
、
公
衆
へ
の
教
育
の
努
力

の
強
化
と
強
い
執
行
ア
プ
ロ
ー
チ
を
続
け
る
べ
き
だ
ろ

う
。

　

当
局
は
、
清
算
機
関
の
リ
ス
ク
管
理
強
化
で
前
進
し
、

金
融
市
場
イ
ン
フ
ラ
（
清
算
・
振
替
機
関
）
の
総
合
的
な

監
督
指
針
が
改
訂
さ
れ
、
規
制
枠
組
み
と
金
融
市
場
イ
ン

フ
ラ
の
た
め
の
原
則
（
Ｐ
Ｆ
Ｍ
Ｉ
）
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
減
っ

た
。
金
融
庁
と
日
銀
は
共
同
で
日
本
証
券
ク
リ
ア
リ
ン
グ

機
構
の
リ
ス
ク
管
理
を
年
一
回
以
上
ヒ
ア
リ
ン
グ
し
、
評

価
と
対
応
で
協
調
し
て
い
る
。
金
融
商
品
取
引
法
の
文
言

は
Ｐ
Ｆ
Ｍ
Ｉ
と
同
一
で
は
な
い
が
、
当
局
の
リ
ス
ク
評
価

は
Ｐ
Ｆ
Ｍ
Ｉ
の
全
て
を
含
ん
で
い
る
。

⑸
　
マ
ク
ロ
プ
ル
デ
ン
シ
ャ
ル
政
策
枠
組
み

　

当
局
間
の
マ
ク
ロ
プ
ル
デ
ン
シ
ャ
ル
政
策
の
協
調
は
、

金
融
庁
、
日
銀
の
金
融
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
協
議
会
設
立
な
ど

で
改
善
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
金
融
庁
・
日
本
銀
行
連
絡

会
は
マ
ク
ロ
プ
ル
デ
ン
シ
ャ
ル
政
策
手
段
の
必
要
性
評
価

に
役
立
っ
て
い
る
が
、
明
確
な
マ
ン
デ
ー
ト
が
な
い
。
正

式
な
マ
ン
デ
ー
ト
と
よ
り
強
固
な
制
度
的
枠
組
み
は
、
意

思
決
定
の
説
明
責
任
と
透
明
性
を
強
化
す
る
だ
ろ
う
。

　

マ
ク
ロ
プ
ル
デ
ン
シ
ャ
ル
政
策
の
手
段
は
、
バ
ー
ゼ
ル

Ⅲ
の
自
己
資
本
と
流
動
性
の
ツ
ー
ル
が
国
際
統
一
基
準
行

やD
-SIBs

に
適
用
さ
れ
、
Ｎ
Ｂ
Ｆ
Ｉ
（
運
用
業
者
、
保

険
グ
ル
ー
プ
）
の
流
動
性
リ
ス
ク
枠
組
み
も
強
化
さ
れ
て

き
た
。
国
内
銀
行
に
も
資
本
保
全
バ
ッ
フ
ァ
ー
な
ど
を
適

用
す
る
こ
と
が
健
全
だ
ろ
う
。
ま
た
、
不
動
産
部
門
の
脆

弱
性
へ
の
対
応
と
し
て
借
り
手
ベ
ー
ス
の
ツ
ー
ル
（
Ｌ
Ｔ
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Ｖ
な
ど
）
の
導
入
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
意

図
し
な
い
結
果
を
生
ま
な
い
よ
う
に
、
段
階
的
に
導
入
し

部
門
の
動
向
で
調
整
す
べ
き
で
あ
る
。
共
同
デ
ー
タ
計
画

で
の
貸
出
と
借
り
手
の
性
質
に
関
す
る
粒
度
の
高
い
情
報

の
収
集
は
、
政
策
手
段
の
適
切
な
調
整
と
事
後
評
価
に
役

立
つ
だ
ろ
う
。

　

銀
行
の
外
貨
流
動
性
リ
ス
ク
に
は
集
中
的
な
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
の
継
続
が
必
要
で
あ
り
、
当
局
は
す
べ
て
の
銀
行
の

通
貨
別
Ｌ
Ｃ
Ｒ
（
流
動
性
カ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
）
を
監
視

し
、
外
貨
の
ネ
ッ
ト
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
監
視
を
強
化
す
べ
き

で
あ
る
。
通
貨
別
の
Ｌ
Ｃ
Ｒ
規
制
の
導
入
も
検
討
す
べ
き

か
も
し
れ
な
い
。

⑹
　
部
門
横
断
的
な
課
題

⒜
　
資
源

　

金
融
監
督
の
強
化
に
は
人
的
資
源
の
増
強
が
必
要
で
あ

る
。
リ
ス
ク
ベ
ー
ス
の
ア
プ
ロ
ー
チ
でG-SIBs

や
大
手

行
を
優
先
す
る
の
は
正
し
い
が
、
地
銀
な
ど
の
監
督
に
も

よ
り
資
源
が
必
要
で
あ
る
。
保
険
業
の
戦
略
的
課
題
や
Ｅ

Ｓ
Ｒ
導
入
な
ど
規
制
の
変
更
を
考
え
れ
ば
、
保
険
監
督
の

資
源
の
必
要
性
に
は
緊
急
性
が
あ
る
。
証
券
取
引
等
監
視

委
員
会
の
資
源
制
約
は
実
地
検
査
に
影
響
し
か
ね
ず
、
投

資
フ
ァ
ン
ド
部
門
の
拡
大
に
併
せ
て
監
督
資
源
を
確
保
す

べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
監
督

強
化
に
は
よ
り
資
源
投
入
が
必
要
で
あ
り
、
資
源
制
約
が

効
果
的
な
規
制
・
監
督
に
影
響
し
て
い
る
。

⒝
　
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
リ
ス
ク
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

　

シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
リ
ス
ク
分
析
で
は
重
要
な
前
進
が
あ
っ

た
が
よ
り
増
強
で
き
る
。
日
銀
は
マ
ク
ロ
ス
ト
レ
ス
テ
ス

ト
枠
組
み
の
強
化
を
続
け
る
べ
き
で
あ
る
。
金
融
庁
は
投

資
フ
ァ
ン
ド
も
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
の
対
象
と
す
べ
き
で
あ

る
。
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
リ
ス
ク
分
析
の
拡
大
・
深
化
に
は

デ
ー
タ
の
改
善
が
必
要
で
、
共
同
デ
ー
タ
プ
ラ
ッ
ト
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フ
ォ
ー
ム
や
様
々
な
調
査
で
粒
度
の
高
い
デ
ー
タ
の
収
集

が
進
ん
で
い
る
が
、
包
括
的
な
リ
ス
ク
評
価
の
た
め
デ
ー

タ
の
範
囲
を
広
げ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
統
合
す
べ
き
で
あ

る
。

⒞
　
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

　

日
本
の
金
融
シ
ス
テ
ム
は
急
速
に
デ
ジ
タ
ル
化
し
、
サ

イ
バ
ー
リ
ス
ク
が
高
ま
っ
て
い
る
。
金
融
庁
は
、
全
金
融

組
織
に
つ
い
て
サ
イ
バ
ー
リ
ス
ク
の
総
合
監
督
指
針
を
更

新
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
日
銀
は
、
金
融
市
場
イ
ン
フ

ラ
の
サ
イ
バ
ー
リ
ス
ク
の
オ
ー
バ
ー
サ
イ
ト
を
強
化
す
べ

き
で
あ
る
。
サ
イ
バ
ー
事
象
へ
の
対
応
・
復
旧
能
力
の
更

な
る
改
善
を
提
言
す
る
。

⒟
　
気
候
関
連
の
監
視

　

金
融
庁
は
、
脱
炭
素
化
プ
ロ
セ
ス
を
促
進
し
移
行
リ
ス

ク
を
削
減
す
る
た
め
に
金
融
機
関
の
顧
客
へ
の
関
与
を
強

調
し
て
い
る
。
こ
れ
は
移
行
資
金
供
給
の
役
割
を
考
え
た

も
の
だ
が
、
移
行
に
短
期
的
に
役
立
つ
よ
う
に
銀
行
や
保

険
会
社
が
一
定
企
業
へ
の
資
金
供
給
を
止
め
て
リ
ス
ク
削

減
す
る
こ
と
を
評
価
し
て
い
な
い
。
金
融
庁
は
、
気
候
関

連
の
監
督
で
は
シ
ス
テ
マ
チ
ッ
ク
な
ア
プ
ロ
ー
チ
確
立
の

初
期
段
階
に
あ
り
、
Ｂ
Ｃ
Ｂ
Ｓ
、
Ｉ
Ａ
Ｉ
Ｓ
、
Ｎ
Ｇ
Ｆ
Ｓ

な
ど
の
作
業
を
考
慮
し
て
ア
プ
ロ
ー
チ
方
法
を
開
発
す
べ

き
で
あ
る
。

五�

、
危
機
管
理
～
緊
急
流
動
性
支
援

（
Ｅ
Ｌ
Ａ
）
と
危
機
対
応
枠
組
み

　

緊
急
流
動
性
支
援
（
Ｅ
Ｌ
Ａ
）
実
務
の
様
々
な
側
面
は

頑
健
で
あ
る
。
Ｅ
Ｌ
Ａ
の
提
供
に
は
健
全
な
内
部
指
針
が

あ
り
担
保
の
掛
け
目
な
ど
は
毎
年
見
直
さ
れ
て
い
る
。
た

だ
し
、
Ｅ
Ｌ
Ａ
枠
組
み
を
強
化
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ

り
、
ソ
ル
ベ
ン
シ
ー
要
件
と
適
格
性
基
準
は
英
語
で
も
開
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示
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
リ
ス
ク
を
軽
減
す
る
こ
と
が
重
要
で

あ
り
、
日
銀
は
Ｅ
Ｌ
Ａ
の
条
件
、
裁
量
性
や
金
利
で
の

マ
ー
ジ
ン
の
上
乗
せ
を
明
示
す
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、

Ｅ
Ｌ
Ａ
を
供
与
さ
れ
る
金
融
機
関
に
は
金
融
庁
と
日
銀
の

集
中
的
な
監
視
や
条
件
付
け
を
す
べ
き
で
あ
る
。
日
銀
は

必
要
な
担
保
の
徴
求
に
最
大
限
努
力
す
べ
き
で
あ
り
、
担

保
が
不
十
分
な
場
合
に
は
日
銀
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
を
守

る
た
め
に
、
返
済
で
日
銀
の
与
信
を
優
先
す
る
こ
と
や
日

銀
納
付
金
を
部
分
的
に
停
止
し
て
政
府
が
損
失
を
補
う
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
Ｅ
Ｌ
Ａ
の
対
象
は
、
清
算
機
関
を

優
先
し
て
Ｎ
Ｂ
Ｆ
Ｉ
に
拡
大
で
き
る
。
日
銀
は
マ
ク
ロ
プ

ル
デ
ン
シ
ャ
ル
目
的
で
、
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
な
Ｎ
Ｂ
Ｆ
Ｉ
の

Ｅ
Ｌ
Ａ
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

　

金
融
危
機
へ
の
準
備
も
進
め
ら
れ
て
き
た
。
日
本
の
破

綻
処
理
枠
組
み
は
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
か
否
か
で
区
別
さ
れ
、

各
選
択
肢
に
は
公
的
な
流
動
性
と
（
事
前
の
）
資
本
支
援

を
含
む
破
綻
処
理
手
段
が
あ
る
。
法
的
ベ
イ
ル
イ
ン
は
除

く
が
、
幅
広
い
権
限
で
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。
当
局
は
Ｔ

Ｌ
Ａ
Ｃ
要
件
の
導
入
や
破
綻
処
理
計
画
の
策
定
、
Ｒ
Ｒ
Ｐ

室
の
設
立
を
行
い
、
破
綻
処
理
可
能
性
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

の
詳
細
化
を
続
け
て
い
る
。

　

SIBs7

社
（G-SIB3

社
、D

-SIB4

社⑼

）
が
再
建
計
画

の
提
出
を
求
め
ら
れ
、
当
局
がG-SIB3

社
とD

-SIB1

社
の
破
綻
処
理
計
画
を
用
意
し
て
い
る
。
だ
が
、
破
綻
処

理
の
選
択
肢
や
公
的
支
援
の
可
能
性
を
考
え
る
と
Ｒ
Ｒ
Ｐ

要
件
の
対
象
を
拡
大
す
る
こ
と
が
重
要
だ
ろ
う
。
全
主
要

行
の
再
建
計
画
、
全SIBs

の
破
綻
処
理
計
画
を
優
先

し
、
最
終
的
に
は
破
綻
時
に
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
に
な
り
う
る

全
行
を
対
象
と
し
、
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
要
件
も
対
象
を
拡
大
す
べ

き
で
あ
る
。
ま
た
、
当
局
は
再
建
能
力
の
改
善
と
破
綻
処

理
の
障
害
へ
の
対
処
を
銀
行
に
期
待
す
べ
き
で
あ
る
。

　

当
局
は
、
破
綻
処
理
枠
組
み
を
運
営
可
能
に
す
る
努
力

を
続
け
る
べ
き
で
あ
り
、
多
様
な
破
綻
シ
ナ
リ
オ
に
よ
る
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複
数
年
の
当
局
間
の
危
機
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
遂
行
す
る
こ
と
は
迅
速
で
効
果
的
な
破
綻
処
理
の
達

成
に
役
立
つ
だ
ろ
う
。
ま
た
、
清
算
機
関
を
優
先
課
題
と

し
て
国
際
的
な
基
準
や
ガ
イ
ダ
ン
ス
と
整
合
的
に
、
破
綻

の
影
響
が
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
に
な
り
得
る
保
険
会
社
と
金
融

市
場
イ
ン
フ
ラ
の
再
建
・
破
綻
処
理
枠
組
み
を
強
化
す
べ

き
で
あ
る
。

　

危
機
対
応
の
準
備
に
は
人
的
資
源
強
化
が
必
要
で
あ

り
、
日
本
の
金
融
シ
ス
テ
ム
の
規
模
、
複
雑
さ
と
国
際
的

な
役
割
を
考
え
る
と
、
人
的
資
源
の
活
用
状
況
は
限
界
に

近
い
と
み
ら
れ
る
。
当
局
の
人
的
資
源
の
水
準
と
ス
キ
ル

は
高
ま
る
目
標
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
。

六
、
結
論
に
代
え
て

　

今
回
の
対
日
Ｆ
Ｓ
Ａ
Ｐ
で
は
、
日
本
の
金
融
シ
ス
テ
ム

の
強
靭
性
が
確
認
さ
れ
、
規
制
・
監
督
で
も
進
展
が
あ
っ

た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
当
面
は
金
利
上
昇
の
影
響
や
不

動
産
市
場
の
動
向
な
ど
に
注
意
が
必
要
だ
と
さ
れ
た
が
、

こ
れ
は
日
本
の
当
局
も
警
戒
し
て
い
る
点
で
あ
り⑻

、
継
続

的
な
監
視
が
重
要
だ
ろ
う
。

　

今
後
は
、
報
告
書
が
指
摘
し
て
い
る
保
険
会
社
の
Ｅ
Ｓ

Ｒ
導
入
や
投
資
フ
ァ
ン
ド
の
流
動
性
リ
ス
ク
管
理
で
も
リ

ス
ク
を
分
析
し
評
価
し
て
、
着
実
に
対
応
し
て
い
く
こ
と

を
期
待
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
当
局
の
資
源
を
増
強

す
る
こ
と
の
検
討
も
必
要
だ
ろ
う
。
気
候
変
動
や
サ
イ

バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
な
ど
、
対
応
す
べ
き
分
野
の
拡
大
に

は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
（
図
表
６
参
照
）。

　

な
お
、
Ｆ
Ｓ
Ａ
Ｐ
で
は
金
融
庁
と
日
銀
の
協
調
・
協
力

に
つ
い
て
制
度
的
に
強
化
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
が
、

実
務
的
な
協
力
は
進
ん
で
い
る
よ
う
だ
。
警
戒
す
べ
き
分

野
に
つ
い
て
は
、
日
銀
と
金
融
庁
が
共
同
で
分
析
し
結
果

を
公
表
す
る
事
例
も
増
え
て
い
る⑽

。
こ
う
し
た
動
き
に
も

期
待
し
た
い
。
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図表６　日本 FSAPの主要な提言
FSAPの提言 期限

分野横断的な問題
人員を大幅に増強し、金融機関の規制と監督及びサイバーセキュリティリスクの監督についてのス
キルを強化する（政府、金融庁；パラグラフ66-67、83） ST
システミックリスク及びマクロプルデンシャル政策枠組み
よりフォワードルッキングで包括的な金融システムのリスクのモニタリングとより強固な各当局間
の協調と共に、システミックリスクの分析をさらに広げる（金融庁、日銀；パラグラフ68-69） C
金融庁・日本銀行連絡会に正式なマンデートを与えることで、マクロプルデンシャル政策について
の当局間の意思決定のガバナンスを強化する（金融庁、日銀；パラグラフ63） ST
借り手ベースの手段をターゲットとしてマクロプルデンシャル政策手段を拡充する（金融庁、日銀；
パラグラフ64） MT
銀行部門の監督
リスクベースの監督の強化を継続し、とりわけ信用及び流動性リスクについてよりフォワードルッ
キングな尺度を用いた早期警戒システムを開発する（金融庁；パラグラフ44） I
金融庁のマンデートで金融の安全と安定が優先課題であることを確実にするように法律で明確に規
定する（政府；パラグラフ45） ST
金融庁に個別銀行の所要自己資本比率を銀行のリスク特性に基づいて最低要件以上に設定し調整す
る権限を与える（政府；パラグラフ46） ST
国内銀行に対して流動性の最低要件を制定する（金融庁、パラグラフ47） ST
保険部門の監督
オンサイト検査とオフサイトモニタリングを使用する包括的なリスクベースで先を見越した個別保
険会社と大手仲介者の監督枠組みを制定し、保険会社の監督アプローチを改革する（金融庁；パラ
グラフ50）

ST

全ての主要な役職員に適用される適格性要件を確保し、全ての意思決定機能の制定と適切性につい
て明確で包括的な期待を設定する（金融庁；パラグラフ50） ST
免許付与の権限を金融庁長官に委任し、金融庁が支出予算を独自に決定し資金を得られるように、
独立性の増強ができるかをレビューする（政府、金融庁；パラグラフ51） ST
サイバーレジリエンスと金融安定
監督ガイドライン、手法及び手段を改訂してサイバーセキュリティの規制枠組みと監督プロセスを
強化する（金融庁；パラグラフ71） MT
金融市場インフラのサイバーに関する監督／監視を強化する（金融庁、日銀；パラグラフ71） ST
投資ファンドの規制と監督
大手資産運用会社と自主規制団体を含め、より多くの企業を含むように対象範囲を拡大することで、
オンサイト監督アプローチを強化する（証券取引等監視委員会；パラグラフ54） ST
フィンテック業界の規制と監督
資金移動業者と前払式支払手段発行業者のモニタリングを増強する。あらゆる新しいリスクを適切
に対象とするのを確実にするように規制枠組みのレビューを検討する（金融庁；パラグラフ56） I／ST
気候変動関連の銀行と保険部門の監督
気候関連リスクの監督の正式化に向けた明確な計画を国際機関の作業を考慮に入れて開発し公表す
る（金融庁；パラグラフ73） MT
金融セーフティーネットと危機対応
潜在的な損失をから防御する追加の安全措置により日本銀行の財務上の健全性を保護し、緊急流動
性支援（ELA）の供与から生じるモラルハザードリスクを削減する（日銀、財務省、金融庁；パラ
グラフ76）

C

緊急流動性支援（ELA）の供与の適格性を、CCPを優先し、システム上で重要になり得る一部の
NBFIに拡張する（日銀；パラグラフ77） MT
破綻時にシステミックとみなし得る全ての銀行に再建破綻処理計画を徐々に広げ、再建の能力の向
上と破綻処理可能性への障害への対処への期待を包括的に明示する計画ガイダンスで支える（金融
庁；パラグラフ79）

ST

各当局の個別及び全体としての危機対応の取り組み、いくつかの破綻処理レジームを支える政策及
びそれを支援する意思決定構造及び情報の流れを運用可能化し体系化し、定期的にレビューして更
新することを継続する（すべて；パラグラフ80）

C

金融危機対応会議の後援の下で、システミック及び中規模な銀行の早期破綻処理と同時破綻を含ん
だ、複数年間の各当局協力による多様な破綻シナリオに対する危機シミュレーションプログラムを
実施する（すべて；パラグラフ81）

C

関連する国際的な基準及びガイダンスと整合的に保険会社とCCPの効果的な再建破綻処理（計画）
を確実なものにする（金融庁、政府；パラグラフ82） MT

（注）�　期限の表記は、Ｃ：継続的に、Ｉ：直ちに（１年以内）、ST：短期（１～２年）、MT：中期（３～５年）。
〔出所〕�　IMF:� “JAPAN�Financial�Sector�Assessment�Program�Financial�System�Stability�Assessment”�

May�2024,�Table1” より
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（
注
）

⑴　

Ｆ
Ｓ
Ａ
Ｐ
は
二
〇
二
一
年
に
レ
ビ
ュ
ー
が
行
わ
れ
、
気
候
変
動
や

サ
イ
バ
ー
リ
ス
ク
、
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
対
応
も
対
象
に
な
っ
た
。
拙

稿
：〝
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
Ｆ
Ｓ
Ａ
Ｐ
（
金
融
セ
ク
タ
ー
評
価
プ
ロ
グ
ラ
ム
）
の

レ
ビ
ュ
ー
に
つ
い
て
〟
当
研
究
所
ト
ピ
ッ
ク
ス
二
〇
二
二
年
八
月
、

参
照
。
な
お
、
前
回
の
対
日
Ｆ
Ｓ
Ａ
Ｐ
は
、
拙
稿
：〝
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
対
日

Ｆ
Ｓ
Ａ
Ｐ
（
金
融
セ
ク
タ
ー
評
価
プ
ロ
グ
ラ
ム
）
の
概
要
〟
当
研
究

所
、
証
券
レ
ビ
ュ
ー
、
二
〇
一
七
年
一
二
月
で
紹
介
し
た
。

⑵　

IM
F:�

“JA
PA
N
,�Financial�Sector�A

ssessm
ent�Program

,�
Financial�System

�Stability�A
ssessm

ent

”�M
ay�2024

参
照
。

関
連
す
る
テ
ク
ニ
カ
ル
ノ
ー
ト
も
参
照
し
た
。

⑶　

リ
ス
ク
評
価
マ
ト
リ
ク
ス
で
は
、
地
域
紛
争
と
地
政
学
的
な
分
断

化
、
突
然
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
成
長
鈍
化
、
ソ
ブ
リ
ン
リ
ス
ク
再
評
価

に
よ
る
債
券
市
場
で
の
ス
ト
レ
ス
、
極
端
な
気
候
イ
ベ
ン
ト
、
サ
イ

バ
ー
攻
撃
な
ど
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

⑷　

こ
う
し
た
想
定
に
つ
い
て
日
本
の
当
局
は
、
代
替
的
な
シ
ナ
リ
オ

の
国
内
金
利
上
昇
が
成
長
率
低
下
と
同
時
に
起
こ
る
こ
と
は
あ
り
そ

う
も
な
い
（highly�unlikely

）
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。

⑸　

大
手
行
の
外
貨
流
動
性
に
つ
い
て
の
分
析
で
は
、
日
本
銀
行
と
金

融
庁
の
〝
大
手
行
の
外
貨
流
動
性
リ
ス
ク
管
理
の
高
度
化
に
向
け
た

取
組
み
〟
日
銀
レ
ビ
ュ
ー
二
〇
二
四
年
五
月
が
参
考
に
な
っ
た
。

⑹　

金
融
庁
は
二
〇
二
五
年
度
か
ら
Ｅ
Ｓ
Ｒ
を
全
保
険
会
社
に
適
用
す

る
計
画
。
検
討
状
況
は
、
金
融
庁
：〝
経
済
価
値
ベ
ー
ス
の
ソ
ル
ベ
ン

シ
ー
規
制
等
に
関
す
る
残
論
点
の
方
向
性
〟
二
〇
二
四
年
五
月
を
参

照
し
た
。

⑺　

日
本
の
当
局
は
、
金
融
庁
の
法
的
マ
ン
デ
ー
ト
は
変
更
さ
れ
て
お

ら
ず
、
政
策
と
実
務
の
優
先
順
位
は
金
融
の
安
全
と
安
定
で
あ
り
、

経
済
成
長
は
マ
ン
デ
ー
ト
を
全
う
す
る
こ
と
で
達
成
さ
れ
る
べ
き
最

終
的
な
目
標
だ
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る

⑻　

例
え
ば
、
日
本
銀
行
：〝
金
融
シ
ス
テ
ム
レ
ポ
ー
ト
（
二
〇
二
四
年

四
月
号
）〟
な
ど
を
参
照
。

⑼　

D
-SIB4

社
は
、
三
井
住
友
ト
ラ
ス
ト
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
、
農

林
中
央
金
庫
、
野
村
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
、
大
和
証
券
グ
ル
ー
プ
本

社
。

⑽　

日
銀
の
サ
イ
ト
、
金
融
庁
と
の
連
携https://w

w
w
.boj.or.jp/fin�

sys/cofsa/index.htm

の
〝
金
融
庁
と
の
共
同
調
査
〟
を
参
照
。

（
さ
し
だ
　
あ
き
お
・
当
研
究
所
特
任
リ
サ
ー
チ
・
フ
ェ
ロ
ー
）


